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Ⅱ 会 務 報 告 

（令和３年５月～令和３年１０月） 

 

 

１ 第１２８回九州市長会総会等 

令和３年５月１３～１４日に別府市で理事会及び総会を開催予定であったが、新型コロ

ナウイルスによる緊急事態宣言の発出など感染拡大の影響により、ＷＥＢ会議及び書面に

よる審議となり、提案された行財政関係３件、社会文教関係６件、経済関係４件の合計  

１３議案について、いずれも可決された。 

可決された議案については、別表（p４～p５）に掲げているとおり、各関係先へ要望書

として提出した。なお、全国市長会理事・評議員合同会議（令和３年６月９日開催）への

提出議案は次のとおりである。 

 

（行財政関係） 

 都市財政の拡充強化について 

 災害対応力強化のための支援について 

 施設整備事業等に対する財政措置について 

 

（社会文教関係） 

 地域医療保健の充実強化について 

 福祉施策の充実強化について 

 介護保険制度について 

 学校教育の充実について 

 新型コロナウイルス感染症対策について 

 

（経済関係） 

 高速道路網等の整備促進について 

 農林水産業の振興について 

 

 

２ 災害・防災に関する事項 

 (１) 令和３年８月豪雨に関する緊急要請（全国市長会と連名） 

要 請 日    令和３年８月３０日（月） 

要 請 先  棚橋 泰文 内閣府特命担当大臣(防災) 

要 請 者  大西 一史 九州市長会顧問（熊本市長） 

要 請 方 法  ＷＥＢ会議による。 

※ 内閣総理大臣、内閣官房長官、 

並びに財務省、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、 

国土交通省、環境省、厚生労働省の大臣、副大臣、大臣政務官 

及び内閣府の副大臣（防災）、大臣政務官（防災）に要請書を送付 

 

（２）令和３年度防災担当人材育成研修会 

新型コロナウイルス感染症の影響で中止とした。 
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Ⅰ   新任・再選市長名簿 
 
 
 
 
 
 
 
新任市長 

沖 縄 県 うるま市長    中
なか

 村
むら

 正
まさ

 人
と

  令和 3年 5月 15日就任 

鹿児島県 日置市長     永
なが

 山
やま

 由
よし

 高
たか

  令和 3年 5月 29日就任  

 
 
 
 
再選市長 

福 岡 県 小郡市長     加
か

 地
じ

 良
りょう

 光
こう

  令和 3年 5月 15日就任 

福 岡 県 中間市長     福
ふく

 田
だ

   浩
ひろし

   令和 3年 6月 18日就任 

鹿児島県 曽於市長     五位
ご い

塚
つか

    剛
つよし

  令和 3年 7月 31日就任 

熊 本 県 八代市長     中
なか

 村
むら

   博
ひろ

 生
お

  令和 3年 9月 4日就任 

福 岡 県 大野城市長    井
い

 本
もと

  宗
むね

 司
じ

   令和 3年 9月 12日就任 

佐 賀 県 多久市長     横
よこ

 尾
お

  俊
とし

 彦
ひこ

  令和 3年 9月 17日就任 

宮 崎 県 串間市長     島
しま

 田
だ

  俊
とし

  光
みつ

  令和 3年10月 8日就任 

宮 崎 県 えびの市長    村
むら

 岡
おか

  隆
たか

 明
あき

  令和 3年10月 12日就任 

 

令和３年 5 月 13 日以降 

令和３年 10 月 12 日現在 
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Ⅱ 会 務 報 告 

（令和３年５月～令和３年１０月） 

 

 

１ 第１２８回九州市長会総会等 

令和３年５月１３～１４日に別府市で理事会及び総会を開催予定であったが、新型コロ

ナウイルスによる緊急事態宣言の発出など感染拡大の影響により、ＷＥＢ会議及び書面に

よる審議となり、提案された行財政関係３件、社会文教関係６件、経済関係４件の合計  

１３議案について、いずれも可決された。 

可決された議案については、別表（p４～p５）に掲げているとおり、各関係先へ要望書

として提出した。なお、全国市長会理事・評議員合同会議（令和３年６月９日開催）への

提出議案は次のとおりである。 

 

（行財政関係） 

 都市財政の拡充強化について 

 災害対応力強化のための支援について 

 施設整備事業等に対する財政措置について 

 

（社会文教関係） 

 地域医療保健の充実強化について 

 福祉施策の充実強化について 

 介護保険制度について 

 学校教育の充実について 

 新型コロナウイルス感染症対策について 

 

（経済関係） 

 高速道路網等の整備促進について 

 農林水産業の振興について 

 

 

２ 災害・防災に関する事項 

 (１) 令和３年８月豪雨に関する緊急要請（全国市長会と連名） 

要 請 日    令和３年８月３０日（月） 

要 請 先  棚橋 泰文 内閣府特命担当大臣(防災) 

要 請 者  大西 一史 九州市長会顧問（熊本市長） 

要 請 方 法  ＷＥＢ会議による。 

※ 内閣総理大臣、内閣官房長官、 

並びに財務省、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、 

国土交通省、環境省、厚生労働省の大臣、副大臣、大臣政務官 

及び内閣府の副大臣（防災）、大臣政務官（防災）に要請書を送付 

 

（２）令和３年度防災担当人材育成研修会 

新型コロナウイルス感染症の影響で中止とした。 
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Ⅲ　次 期 総 会 開 催 地

　開 催 地 経 過

福　岡 熊　本 佐　賀 長　崎 大　分 鹿児島 宮　崎 沖　縄

29 14 10 13 14 19 9 11

19 15 16 16 16 15 16 12

31年度 延 岡（春） ─

32 別 府（春） ─

33 門 司（春） ─

4 5 34 佐 賀（春） 長 崎（秋） ─

6 7 35 小 倉（春） 鹿児島（秋） ─

8 9 36 別 府（秋） 宮 崎（春） ─

10 11 37 戸 畑（秋） 熊 本（春） ─

12 13 38 佐 賀（春） 佐世保（秋） ─

14 15 39 福 岡（春） 鹿児島（秋） ─

16 17 40 日 田（秋） 宮 崎（春） ─

18 19 41 久留米（秋） 熊 本（春） ─

20 21 42 唐 津（春） 長 崎（秋） ─

22 23 43 鹿児島（春） 宮 崎（秋） ─

24 25 44 人 吉（秋） 大　分（春） ─

26 27 45 福 岡（春） 佐 賀（秋） ─

28 29 46 佐世保（秋） 那 覇（春）

30 31 47 別 府（秋） 宮 崎（春）

32 33 48 熊 本（春） 鹿児島（秋）

34 35 49 福 岡（秋） 唐 津（春）

36 37 50 長 崎（秋） 沖 縄（春）

38 39 51 北九州（秋） 別 府（春）

40 41 52 八 代（秋） 指 宿（春）

42 43 53 唐 津（秋） 宮 崎（春）

44 45 54 島 原（春） 那 覇（秋）

46 47 55 福 岡（春） 大 分（秋）

48 49 56 熊 本（春） 鹿児島（秋）

50 51 57 唐 津（春） 宮 崎（秋）

52 53 58 長 崎（秋） 沖 縄（春）

54 55 59 久留米（秋） 別 府（春）

56 57 60 八 代（秋） 指 宿（春）

58 59 61 佐 賀（秋） 宮 崎（春）

60 61 62 佐世保（春） 那 覇（秋）

62 63 63 北九州（春） 大 分（秋）

福　岡 熊　本 佐　賀 長　崎 大　分 鹿児島 宮　崎 沖　縄

3

市　     数

開 催 回 数

第１回

2

県 名
区 分

県 名
区 分

-6-
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３ 都市生協 九州各県市長会事務局長連絡協議会 

７月２９日～３０日に五島市で都市生協の九州各県市長会事務局長連絡協議会を開催

する予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響で中止とした。 

 

 

４ 第４４回九州地区法律問題研究会 

８月５日～６日に佐世保市で九州地区法律問題研究会を開催する予定であったが、 

新型コロナウイルス感染症の影響で中止とした。 

 

 

５ 令和３年度九州都市税務職員研修会 

１０月頃に福岡市で九州都市税務職員研修会を開催する予定であったが、 新型コロ

ナウイルス感染症の影響で中止とした。 

 

 

６ 諸会議への出席 

全国市長会関係諸会議（ＷＥＢ会議） 

 

 

７ 本会に対する陳情 
（１）全日本建設交運一般労働組合九州地方協議会から要請書の書面提出 

提  出  日  令和３年９月２１日 

陳情 内容  雇用・失業対策及びコロナ対策の強化等について 
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 災害対応力強化のための
支援について ○ ○ ○

3
 施設整備事業等に対する
財政措置について ○ ○ ○

4
 国民健康保険制度及び高
齢者医療制度について ○ ○ ○

5
 地域医療保健の充実強化
について ○ ○ ○

6
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9
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 第１２８回　九州市長会要望事項提出先一覧表

行
財
政
関
係

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

社
会
文
教
関
係

○
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○ ○ ○ ○ ○ ○
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方

知

事

会

会

長

九

州

各

県

知

事

㈱

日

本

政

策

金

融

公

庫

代

表

取

締

役

総

裁

㈱

商

工

組

合

中

央

金

庫

代

表

取

締

役

社

長

西

日

本

高

速

道

路

㈱

代

表

取

締

役

社

長

九

州

旅

客

鉄

道

㈱

代

表

取

締

役

社

長

○ ○
行
財
政
関
係

社
会
文
教
関
係

○

経
済
関
係

○

提 出 先

要 望 事 項

提 出 先

要 望 事 項
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Ⅲ　次 期 総 会 開 催 地

　開 催 地 経 過

福　岡 熊　本 佐　賀 長　崎 大　分 鹿児島 宮　崎 沖　縄

29 14 10 13 14 19 9 11

19 15 16 16 16 15 16 12

31年度 延 岡（春） ─

32 別 府（春） ─

33 門 司（春） ─

4 5 34 佐 賀（春） 長 崎（秋） ─

6 7 35 小 倉（春） 鹿児島（秋） ─

8 9 36 別 府（秋） 宮 崎（春） ─

10 11 37 戸 畑（秋） 熊 本（春） ─

12 13 38 佐 賀（春） 佐世保（秋） ─

14 15 39 福 岡（春） 鹿児島（秋） ─

16 17 40 日 田（秋） 宮 崎（春） ─

18 19 41 久留米（秋） 熊 本（春） ─

20 21 42 唐 津（春） 長 崎（秋） ─

22 23 43 鹿児島（春） 宮 崎（秋） ─

24 25 44 人 吉（秋） 大　分（春） ─

26 27 45 福 岡（春） 佐 賀（秋） ─

28 29 46 佐世保（秋） 那 覇（春）

30 31 47 別 府（秋） 宮 崎（春）

32 33 48 熊 本（春） 鹿児島（秋）

34 35 49 福 岡（秋） 唐 津（春）

36 37 50 長 崎（秋） 沖 縄（春）

38 39 51 北九州（秋） 別 府（春）

40 41 52 八 代（秋） 指 宿（春）

42 43 53 唐 津（秋） 宮 崎（春）

44 45 54 島 原（春） 那 覇（秋）

46 47 55 福 岡（春） 大 分（秋）

48 49 56 熊 本（春） 鹿児島（秋）

50 51 57 唐 津（春） 宮 崎（秋）

52 53 58 長 崎（秋） 沖 縄（春）

54 55 59 久留米（秋） 別 府（春）

56 57 60 八 代（秋） 指 宿（春）

58 59 61 佐 賀（秋） 宮 崎（春）

60 61 62 佐世保（春） 那 覇（秋）

62 63 63 北九州（春） 大 分（秋）

福　岡 熊　本 佐　賀 長　崎 大　分 鹿児島 宮　崎 沖　縄

3

市　     数

開 催 回 数

第１回

2

県 名
区 分

県 名
区 分

-6-
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３ 都市生協 九州各県市長会事務局長連絡協議会 

７月２９日～３０日に五島市で都市生協の九州各県市長会事務局長連絡協議会を開催

する予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響で中止とした。 

 

 

４ 第４４回九州地区法律問題研究会 

８月５日～６日に佐世保市で九州地区法律問題研究会を開催する予定であったが、 

新型コロナウイルス感染症の影響で中止とした。 

 

 

５ 令和３年度九州都市税務職員研修会 

１０月頃に福岡市で九州都市税務職員研修会を開催する予定であったが、 新型コロ

ナウイルス感染症の影響で中止とした。 

 

 

６ 諸会議への出席 

全国市長会関係諸会議（ＷＥＢ会議） 

 

 

７ 本会に対する陳情 
（１）全日本建設交運一般労働組合九州地方協議会から要請書の書面提出 

提  出  日  令和３年９月２１日 

陳情 内容  雇用・失業対策及びコロナ対策の強化等について 
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福　岡 熊　本 佐　賀 長　崎 大　分 鹿児島 宮　崎 沖　縄

64 65 元 熊 本（春） 鹿児島（秋）

66 67 2 佐 賀（春） 都 城（秋）

68 69 3 長 崎（秋） 浦 添（春）

70 71 4 久留米（秋） 別 府（春）

72 73 5 熊 本（秋） 指 宿（春）

74 75 6 唐 津（秋） 宮 崎（春）

76 77 7 佐世保（春） 那 覇（秋）

78 79 8 福 岡（春） 別 府（秋）

80 81 9 熊 本（春） 鹿児島（秋）

82 83 10 佐 賀（春） 宮 崎（秋）

84 85 11 長 崎（秋） 石 垣（春）

86 87 12 北九州（秋） 日 田（春）

88 89 13 熊 本（秋） 指 宿（春）

90 91 14 唐 津（秋） 都 城（春）

92 93 15 佐世保（春） 那 覇（秋）

94 95 16
宗 像（春）
福 岡（秋）

96 97 17 熊 本（秋） 別 府（春）

98 99 18 長 崎（秋） 　 霧 島（春）

100 101 19 佐 賀（秋） 宮 崎（春）

102 103 20 北九州（秋） 　 石 垣（春）

104 105 21 人 吉（春） 日 田（秋）

106 107 22 嬉 野（春） 　 鹿児島（秋）

108 109 23 壱 岐（春） 日 南（秋）

110 111 24 柳 川（春） 宮古島（秋）

112 113 25 天 草（秋） 大 分（春）

114 115 26 唐津（秋） 鹿屋（春）

116 117 27 雲仙（春） 延岡（秋）

118 119 28 大牟田（秋） 南 城（春）

120 121 29 玉 名（春） 佐 伯（秋）

122 123 30 佐 賀（春） 霧 島（秋）

124 125 R元 佐世保（秋） 都 城（春）

126 127 2
飯 塚（春）
書面開催

うるま（秋）
書面開催

128 129 3
熊本（秋）
WEB開催

別府（春）
書面開催

130 131 4 130回（春） 131回（秋）

福　岡 熊　本 佐　賀 長　崎 大　分 鹿児島 宮　崎 沖　縄

県 名
区 分

県 名
区 分
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〔 参  考 〕 

 
 
 
〔 参  考 〕 
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1 九 州 市 長 会 会 則 
 

第１章  総  則 

 

第１条 本会は、九州市長会と称す。 

第２条 本会は、九州地方の各市長をもって組織する。 

２ 前項以外の都市の市長で総会の承認を経たものは本会の準会員とすることができる。 

第３条 本会は、全国市長会との関係においては、全国市長会会則第２７条の規定による全国

市長会の九州支部とする。 

第４条 本会は、九州地区各市間の連絡協調を図り全国市長会と連繋して市政の円滑なる運営

と進展に資し、もって地方自治の興隆発展に寄与することを目的とする。 

第５条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

（１）市政に関する中央、地方の連絡調整 

（２）行政、財政に関する調査研究 

（３）研究会、講習会などの開催 

（４）市又は市職員の共通利益に関する事項 

（５）その他本会の目的を達成するための必要な事項 

 

第２章  役  員 

 

第６条 本会に次の役員を置く。 

（１）会 長   １名 

（２）副会長   ２名 

（３）理 事  １６名 

（４）監 事   ２名 

２ 会長、副会長及び監事は、総会において選挙するものとし、理事は各県２名とし、各県市

長会の推薦による。 

３ 役員は、無報酬とする。但し、会長において必要と認めたときは実費を弁償することがで

きる。 

第７条 役員の任期は２年とし、再選をさまたげない。但し、その終期は次の通常総会におい

て後任者が就任するまで引続きその職務を行うものとする。 

２ 補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。 

第８条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたるときはこれを代理す

る。 

３ 理事は、重要事務を審議し緊急案件の処理にあたる。 

４ 監事は、会計の監査にあたる。 

第８条の２ 本会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、総会の議決を経て会長がこれを委嘱する。 

３ 顧問は、理事会に出席し、意見を述べることができる。 

 

第３章  総  会 

 

第９条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長がこれを招集する。 

第１０条 通常総会は、毎年２回春季及び秋季に開催する。 

２ 臨時総会は、会長が必要と認めるとき開催する。 

- 11 - 
 

３ 九州各県市長会一覧表 
 

 

県  名 市 数 会  長 
事    務    局 

所   在   地 電話番号 

福 岡 29 
春日市 

井 上 澄 和 

福岡市博多区千代 4-1-27 
福岡県自治会館 4F 

092(983)7788 

佐 賀 10 
佐賀市長 

秀 島 敏 行 

佐賀市堀川町 1番 1号 
佐賀県市町会館 3F 

0952(25)1913 

長 崎 13 
長崎市長 

田 上 富 久 

長崎市栄町 4-9 
長崎県市町村会館 4F 

095(811)4955 

熊 本 14 
阿蘇市長 

佐 藤 義 興 

熊本市東区健軍 2-4-10 
熊本県市町村自治会館 6F 

096(331)0008 

大 分 14 
大分市長 

佐藤 樹一郎 

大分市大手町 2-3-12 
大分県市町村会館 2F 

097(536)1000 

宮 崎 9 
宮崎市長 

戸 敷  正 

宮崎市橘通西 1-1-1 
宮崎市企画財政部 
企画政策課内 

0985(42)7177 

鹿 児 島 19 
南さつま市長 

本 坊 輝 雄 

鹿児島市鴨池新町 7-4 
鹿児島県市町村自治会館内 

099(206)1001 

沖 縄 11 
沖縄市長 

桑江 朝千夫 

那覇市旭町 116-37 
沖縄県市町村自治会館 6F 

098(963)8616 

 
（備考） 
１ 市数は令和3年10月12日現在 
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令和３年10月12日現在

役職名 県名 市名 市長名

会　　　長 長　崎　県 長 崎 市 田 上 富 久

福　岡　県 宮 若 市 有 吉 哲 信

宮　崎　県 串 間 市 島 田 俊 光

田 川 市 二 場 公 人

筑 紫 野 市 藤 田 陽 三

多 久 市 横 尾 俊 彦

神 埼 市 松 本 茂 幸

松 浦 市 友 田 吉 泰

南 島 原 市 松 本 政 博

人 吉 市 松 岡 隼 人

上 天 草 市 堀 江 隆 臣

別 府 市 長 野 恭 紘

中 津 市 奥 塚 正 典

小 林 市 宮 原 義 久

日 南 市 髙 橋 透

出 水 市 椎 木 伸 一

姶 良 市 湯 元 敏 浩

石 垣 市 中 山 義 隆

宜 野 湾 市 松 川 正 則

福　岡　県 柳 川 市 金 子 健 次

宮　崎　県 延 岡 市 読 谷 山 洋 司

福 岡 市 髙 島 宗 一 郎

北 九 州 市 北 橋 健 治

熊　本　県 熊 本 市 大 西 一 史

熊　本　県

大　分　県

宮　崎　県

鹿 児 島 県

２　九州市長会役員名簿　(令和3・4年度）

沖　縄　県

監　　　事
（２名）

顧　　　問
福　岡　県

副　会　長
（２名）

理　　　事
（１６名）

福　岡　県

佐　賀　県

長　崎　県

-10-
- 9 - 

 

第１１条 総会の議長は、開催地の市長をもってこれにあてる。 

第１２条 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによ

る。 

第１３条 総会には市長が出席するものとする。但し、市長が出席することができない場合

にはその代理者を出席させることができる。 

第１４条 総会に提出する議案は総会の２０日前までに理由を附して会長に提出するものと

する。 

第１５条 総会の議決事項は、会長において総会終了後速やかに処理するものとする。 

 

第４章  理 事 会 

 

第１６条 理事会は、会長、副会長及び理事をもってこれを組織する。 

第１７条 理事会は、会長が必要と認めるとき招集する。 

２ 理事会の議長は、会長がこれにあたる。 

第１８条 理事会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところに

よる。 

 

第５章  会  計 

 

第１９条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わるものとする。 

第２０条 本会の経費は、全国市長会よりの交付金、各市の負担金、その他の収入をもってこ

れにあてる。 

第２１条 本会の予算は、総会の承認を得るものとする。 

第２２条 本会の決算は、監事の審査を経て総会の承認を得るものとする。 

 

第６章  事 務 局 

 

第２３条 本会の事務局を会長所在地の市に置く。 

２ 事務局の職員は会長がこれを委嘱する。 

 

第７章  補  則 

 

第２４条 この会則の改廃は総会において出席者の３分の２以上の議決を経なければなら

ない。 

 

 

  附 則 

 この会則は、昭和３１年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この会則は、昭和３５年１０月１１日から施行する。 

  附 則 

 この会則は、昭和４５年１０月２１日から施行する。 

  附 則 

 この会則は、昭和５３年５月１８日から施行する。 
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令和３年10月12日現在

役職名 県名 市名 市長名

会　　　長 長　崎　県 長 崎 市 田 上 富 久

福　岡　県 宮 若 市 有 吉 哲 信

宮　崎　県 串 間 市 島 田 俊 光

田 川 市 二 場 公 人

筑 紫 野 市 藤 田 陽 三

多 久 市 横 尾 俊 彦

神 埼 市 松 本 茂 幸

松 浦 市 友 田 吉 泰

南 島 原 市 松 本 政 博

人 吉 市 松 岡 隼 人

上 天 草 市 堀 江 隆 臣

別 府 市 長 野 恭 紘

中 津 市 奥 塚 正 典

小 林 市 宮 原 義 久

日 南 市 髙 橋 透

出 水 市 椎 木 伸 一

姶 良 市 湯 元 敏 浩

石 垣 市 中 山 義 隆

宜 野 湾 市 松 川 正 則

福　岡　県 柳 川 市 金 子 健 次

宮　崎　県 延 岡 市 読 谷 山 洋 司

福 岡 市 髙 島 宗 一 郎

北 九 州 市 北 橋 健 治

熊　本　県 熊 本 市 大 西 一 史

熊　本　県

大　分　県

宮　崎　県

鹿 児 島 県

２　九州市長会役員名簿　(令和3・4年度）

沖　縄　県

監　　　事
（２名）

顧　　　問
福　岡　県

副　会　長
（２名）

理　　　事
（１６名）

福　岡　県

佐　賀　県

長　崎　県
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第１１条 総会の議長は、開催地の市長をもってこれにあてる。 

第１２条 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによ

る。 

第１３条 総会には市長が出席するものとする。但し、市長が出席することができない場合

にはその代理者を出席させることができる。 

第１４条 総会に提出する議案は総会の２０日前までに理由を附して会長に提出するものと

する。 

第１５条 総会の議決事項は、会長において総会終了後速やかに処理するものとする。 

 

第４章  理 事 会 

 

第１６条 理事会は、会長、副会長及び理事をもってこれを組織する。 

第１７条 理事会は、会長が必要と認めるとき招集する。 

２ 理事会の議長は、会長がこれにあたる。 

第１８条 理事会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところに

よる。 

 

第５章  会  計 

 

第１９条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わるものとする。 

第２０条 本会の経費は、全国市長会よりの交付金、各市の負担金、その他の収入をもってこ

れにあてる。 

第２１条 本会の予算は、総会の承認を得るものとする。 

第２２条 本会の決算は、監事の審査を経て総会の承認を得るものとする。 

 

第６章  事 務 局 

 

第２３条 本会の事務局を会長所在地の市に置く。 

２ 事務局の職員は会長がこれを委嘱する。 

 

第７章  補  則 

 

第２４条 この会則の改廃は総会において出席者の３分の２以上の議決を経なければなら

ない。 

 

 

  附 則 

 この会則は、昭和３１年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この会則は、昭和３５年１０月１１日から施行する。 

  附 則 

 この会則は、昭和４５年１０月２１日から施行する。 

  附 則 

 この会則は、昭和５３年５月１８日から施行する。 
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３ 九州各県市長会一覧表 
 

 

県  名 市 数 会  長 
事    務    局 

所   在   地 電話番号 

福 岡 29 
春日市 

井 上 澄 和 

福岡市博多区千代 4-1-27 
福岡県自治会館 4F 

092(983)7788 

佐 賀 10 
佐賀市長 

秀 島 敏 行 

佐賀市堀川町 1番 1号 
佐賀県市町会館 3F 

0952(25)1913 

長 崎 13 
長崎市長 

田 上 富 久 

長崎市栄町 4-9 
長崎県市町村会館 4F 

095(811)4955 

熊 本 14 
阿蘇市長 

佐 藤 義 興 

熊本市東区健軍 2-4-10 
熊本県市町村自治会館 6F 

096(331)0008 

大 分 14 
大分市長 

佐藤 樹一郎 

大分市大手町 2-3-12 
大分県市町村会館 2F 

097(536)1000 

宮 崎 9 
宮崎市長 

戸 敷  正 

宮崎市橘通西 1-1-1 
宮崎市企画財政部 
企画政策課内 

0985(42)7177 

鹿 児 島 19 
南さつま市長 

本 坊 輝 雄 

鹿児島市鴨池新町 7-4 
鹿児島県市町村自治会館内 

099(206)1001 

沖 縄 11 
沖縄市長 

桑江 朝千夫 

那覇市旭町 116-37 
沖縄県市町村自治会館 6F 

098(963)8616 

 
（備考） 
１ 市数は令和3年10月12日現在 
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宮　崎　県

市制施行 就 任

年月日 回 数

人 k㎡

宮　崎 大 13. 4. 1 戸　敷  　　正 平 30. 2. 6 3 401,591 643.54

延　岡 昭  8. 2.11 読谷山　洋　司 〃 30. 2. 6 1 118,450 868.02

日　向 〃 26. 4. 1 十　屋　幸　平 令  2. 3.31 2 59,647 336.95

串　間 〃 29.11. 3 島　田　俊　光 〃 3.10. 8 2 16,828 295.17

西　都 〃 33.11. 1 橋　田　和　美 〃  3. 2. 5 4 28,643 438.79

えびの 〃 45.12. 1 村　岡　隆　明 〃 3.10.12 4 17,645 282.93

都　城 平 18. 1. 1 池　田　宜　永 〃  2.11.22 3 160,736 653.36

小　林 〃 18. 3.20 宮　原　義　久 平 30. 4.23 1 43,718 562.95

日　南 〃21. 3.30 髙　橋　　　透 令  3. 4.26 1 50,891 536.10

鹿 児 島 県

市制施行 就 任

年月日 回 数

人 k㎡

鹿児島 明 22. 4. 1 下　鶴　隆　央 令 　2.12.23 1 593,460 547.61

枕　崎 昭 24. 9. 1 前　田　祝　成 平 30. 1.26 1 20,052 74.78

阿久根 〃 27. 4. 1 西　平　良　将 〃 31. 1.16 3 19,289 134.28

西之表 〃 33.10. 1 八　板　俊　輔 令 3. 3.19 2 14,701 205.66

垂　水 〃 33.10. 1 尾　脇　雅　弥 平 31. 1.27 3 13,817 162.12

薩摩川内 平 16.10.12 田　中　良　二 令  2.11. 7 1 92,459 682.92

日　置 〃 17. 5. 1 永　山　由　高 〃 3. 5.29 1 47,166 253.01

曽　於 〃 17. 7. 1 五位塚　 　 剛 〃  3. 7.31 3 33,312 390.14

いちき串木野 〃 17.10.11 田　畑　誠　一 平 29.11.13 4 27,511 112.29

霧　島 〃 17. 11. 7 中　重　真　一 〃 29.11.27 1 123,205 603.17

南さつま 〃 17. 11. 7 本　坊　輝　雄 〃 29.11.27 3 32,894 283.59

鹿　屋 〃 18. 1. 1 中　西　　　茂 〃 30. 2. 5 2 101,204 448.15

指　宿 〃 18. 1. 1 豊　留　悦　男 〃 30. 2.12 3 39,045 148.80

志布志 〃 18. 1. 1 下　平　晴　行 〃 30. 2.12 1 29,343 290.28

出　水 〃 18. 3.13 椎　木　伸　一 〃 30. 4.23 1 52,016 329.98

奄　美 〃 18. 3.20 朝  山      毅 〃 29.12. 1 3 41,416 308.33

南九州 〃 19.12. 1 塗　木　弘　幸 令 元.12.23 2 33,118 357.91

伊　佐 〃 20.11. 1 橋　本　欣　也 〃 　2.11.30 1 24,461 392.56

姶　良 〃 22. 3.23 湯　元　敏　浩 平 30. 4.25 1 76,405 231.25

面　積市　　名 市　長　名 就任年月日 人　口

面　積市　　名 市　長　名 就任年月日 人　口

-15-

福　岡　県

市制施行 就 任

年月日 回 数

人 k㎡

福　岡 明 22. 4. 1 髙　島　宗一郎 昭49.11.1 平 30.12. 7 3 1,613,361 343.46

久留米 〃 22. 4. 1 　大久保　    勉 昭36.3.11 〃 30. 1.31 1 303,496 229.96

大牟田 大  6. 3. 1 　関　　　好　孝 昭34.1.24 令　元.12. 3 1 111,379 81.45

直　方 昭  6. 1. 1 大　塚　進　弘 昭27.4.1 平 31.４.26 1 56,287 61.76

田　川 〃18.11. 3 二　場　公　人 昭32.1.19  〃 31. 4.30 2 46,235 54.55

八　女 〃 29. 4. 1 三田村　統　之 昭19.5.8 令  2.11.16 4 60,653 482.44

筑　後 〃 29. 4. 1 西　田　正　治 昭32.3.13 平 29.12. 3 1 48,867 41.78

大　川 〃 29. 4. 1 倉　重　良　一 昭52.5.21 令  2.10.23 2 33,010 33.62

行　橋 〃29.10.10 田　中　　　純 昭21.8.28 平 30. 3.18 2 71,501 70.06

豊　前 〃 30. 4.10 後　藤　元　秀 昭25.5.25 令  3. 4.20 3 24,411 111.01

中　間 〃 33.11. 1 福　田　　　浩 昭35.10.11 〃 3 . 6.18 2 40,373 15.96

北九州 〃 38. 2.10 北　橋　健　治 昭28.3.19 平 31. 2.20 4 939,622 491.71

小　郡 〃 47. 4. 1 加　地　良　光 昭39.11.13 令  3. 5.15 2 59,408 45.51

筑紫野 〃 47. 4. 1 藤　田　陽　三 昭17.2.20 平 31. 2. 1 3 103,374 87.73

春  日 〃 47. 4. 1 井　上　澄　和 昭26.4.10 令 元. 5. 1 6 111,097 14.15

大野城 〃 47 .4. 1 井　本　宗　司 昭27.4.2 〃 3. 9.12 5 102,172 26.89

太宰府 〃 57. 4. 1 楠　田　大　蔵 昭50.4.20 平 30. 1.28 1 73,286 29.60

古　賀 平  9.10. 1 田　辺　一　城 昭55.5.16 〃 30.12.23 1 58,831 42.07

宗　像 〃 15. 4. 1 伊　豆　美沙子 昭34.1.21  〃 30. 5.21 1 97,158 119.94

福　津 〃 17. 1.24 原　﨑　智　仁 昭45.7.4 令　3. 3.  6 2 67,141 52.76

うきは 〃 17. 3.20 髙　木　典　雄 昭26.8.10 〃  2. 7. 15 3 28,012 117.46

柳　川 〃 17. 3.21 金　子　健　次 昭23.8.16 〃　3. 4. 24 4 64,540 77.15

宮　若 〃 18. 2.11 有　吉　哲　信 昭21.2.24 平 30. 3.19 4 26,327 139.99

朝　倉 〃 18. 3.20 林      裕  二 昭25.6.16 〃 30. 4.23 1 50,342 246.71

飯　塚 〃 18. 3.26 片  峯      誠 昭31.3.30 令　3. 2. 26 2 126,486 213.96

嘉　麻 〃 18. 3.27 赤　間　幸　弘 昭37.12.1 平 30. 4.23 2 35,515 135.11

みやま 〃 19. 1.29 松　嶋　盛　人 昭28.9.4  〃 30. 10.28 1 35,908 105.21

糸　島 〃 22. 1. 1 月　形　祐　二 昭33.6.28  〃 30. 2.14 2 98,945 215.70

那珂川 〃 30. 10. 1 武　末　茂　喜 昭27.11.5 令  2. 8.31 2 50,142 74.95

４　九州各市一覧表

市　　名 市　長　名 就任年月日 人　口 面　積生年月日
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佐　賀　県

市制施行 就 任

年月日 回 数

人 k㎡

鳥　栖 昭 29. 4. 1 橋　本　康　志 平 31. 3.15 4 74,258 71.72

伊万里 〃 29. 4. 1 深　浦　弘　信 〃 30. 4.27 1 52,651 255.25

鹿　島 〃 29. 4. 1 樋  口　久  俊 〃 30. 5.12 3 27,915 112.12

多　久 〃 29. 5. 1 横　尾　俊　彦 令  3. 9.17 7 18,304 96.56

唐　津 平 17. 1. 1 峰　  　達　郎 〃  3.  2.  6 2 117,431 487.60

小　城 〃 17. 3. 1 江里口　秀　次  〃  3.  4. 10 5 43,976 95.81

佐　賀 〃 17. 10. 1 秀　島　敏　行 平 29. 10.23 4 233,466 431.82

嬉　野 〃 18. 1. 1 村　上　大　祐 〃 30.  2. 5 1 25,867 126.41

武　雄 〃 18. 3. 1 小　松　　　政 〃 31.  1.11 2 47,962 195.40

神　埼 〃 18. 3. 20 松　本　茂　幸 〃 30. 4.23 4 31,046 125.13

長　崎　県

市制施行 就 任

年月日 回 数

人 k㎡

長　崎 明 22. 4. 1 田　上　富　久 平 31. 4.26 4 409,305 405.86

佐世保 〃 35. 4. 1 朝　長　則　男 〃 31. 4.30 4 243,387 426.01

島　原 昭 15. 4. 1 古　川　隆三郎 令  2.12.18 3 43,360 82.97

大　村 〃 17. 2.11 園　田　裕　史  〃 元.11. 8 2 95,452 126.73

対　馬 平 16. 3. 1 比田勝　尚　喜 〃 2. 3.28 2 28,511 707.42

壱　岐 〃 16. 3. 1 白　川　博　一 〃 2. 4.18 4 24,974 139.42

五　島 〃 16. 8. 1 野　口　市太郎 〃 2. 9. 5 3 34,400 420.12

諫　早 〃 17. 3. 1 大久保　潔　重   〃  3.  4. 10 1 133,957 341.79

西　海 〃 17. 4. 1 杉　澤　泰　彦  〃  3.  5.  1 2 26,296 241.60

平　戸 〃 17.10. 1 黒　田　成　彦 平 29.11. 6 3 29,375 235.12

雲　仙 〃 17.10.11 金　澤　秀三郎   令  3.  1. 13 3 41,131 214.31

松　浦 〃 18. 1. 1 友　田　吉　泰 平 30. 2. 5 1 21,284 130.55

南島原 〃 18. 3.31 松　本　政　博  〃 30. 7.20 2 42,360 170.13

面　積市　　名 市　長　名 就任年月日 人　口

面　積市　　名 市　長　名 就任年月日 人　口
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熊　本　県

市制施行 就 任

年月日 回 数

人 k㎡

熊　　本 明 22. 4. 1 大　西　一　史 平 30.12. 3 2 738,744 390.32

人　　吉 昭 17. 2.11 松　岡　隼　人 令 元. 5. 1 2 31,334 210.55

荒　　尾 〃 17. 4. 1 浅　田　敏　彦 〃  3. 2. 5 2 50,878 57.37

水　　俣 〃 24. 4. 1 髙　岡　利　治 平 30. 2. 22 1 23,580 163.29

宇　　土 〃 33.10. 1 元　松　茂　樹 〃 30. 4.29 3 36,192 74.30

上 天 草 平 16. 3.31 堀　江　隆　臣 〃 30.12.14 2 24,584 126.94

山　　鹿 〃 17. 1.15 早　田　順　一 令  3.  2. 20 1 49,082 299.69

宇　　城 〃 17. 1.15 守　田　憲　史 〃  3.  2. 27 3 57,075 188.61

阿　　蘇 〃 17. 2.11 佐　藤　義　興 〃  3.  3. 　6 5 24,966 376.30

菊　　池 〃 17. 3.22 江　頭　　　実 〃  3.  4. 24 3 46,473 276.85

八　　代 〃 17.  8. 1 中　村　博　生 〃  3.  9.  4 3 123,146 681.29

玉　　名 〃 17.10. 3 藏　原　隆　浩 平 29.11.13 1 64,367 152.60

合　　志 〃 18. 2.27 荒  木　義  行 〃 30. 4. 2 3 61,829 53.19

天　　草 〃 18. 3.27   馬　場　昭　治　 令  3.  2. 21 1 75,826 683.82

大　分　県

市制施行 就 任

年月日 回 数

人 k㎡

別　府 大13. 4. 1 長　野　恭　紘 平 31. 4.30 2 115,416 125.34

中　津 昭 4. 4.20   奥　塚　正　典　  令 元.11.17 2 82,911 491.44

日　田 〃 15.12.11 原　田　啓　介   〃 元.  8.  5 3 62,697 666.03

津久見 〃 26. 4. 1 川　野　幸　男   〃 元. 12.26 2 16,109 79.48

大　分 〃 38. 3.10 佐　藤　樹一郎  平 31. 4.26 2 475,852 502.39

臼　杵 平 17. 1. 1 中　野　五　郎    令  3.  1. 20 4 36,176 291.20

佐　伯 〃 17. 3. 3 田　中　利　明    〃  3.  4. 17 2 66,908 903.14

豊後高田 〃 17. 3.31 佐々木　敏　夫   〃  3.  4. 24 2 22,142 206.24

宇　佐 〃 17. 3.31 是　永　修　治    〃  3.  4. 24 4 52,810 439.05

豊後大野 〃 17. 3.31 川　野　文　敏    〃  3.  4. 24 2 33,741 603.14

竹　田 〃 17. 4. 1 土　居　昌　弘    〃  3.  4. 24 1 20,357 477.53

杵　築 〃 17.10. 1 永　松　　　悟    平  29.10.23 1 28,025 280.08

由　布 〃 17.10. 1 相　馬　尊　重    〃 29.10.30 1 32,787 319.32

国　東 〃 18. 3.31 三　河　明　史   〃 31. 3. 4 3 26,246 318.10

面　積市　　名 市　長　名 就任年月日 人　口

面　積市　　名 市　長　名 就任年月日 人　口
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佐　賀　県

市制施行 就 任

年月日 回 数

人 k㎡

鳥　栖 昭 29. 4. 1 橋　本　康　志 平 31. 3.15 4 74,258 71.72

伊万里 〃 29. 4. 1 深　浦　弘　信 〃 30. 4.27 1 52,651 255.25

鹿　島 〃 29. 4. 1 樋  口　久  俊 〃 30. 5.12 3 27,915 112.12

多　久 〃 29. 5. 1 横　尾　俊　彦 令  3. 9.17 7 18,304 96.56

唐　津 平 17. 1. 1 峰　  　達　郎 〃  3.  2.  6 2 117,431 487.60

小　城 〃 17. 3. 1 江里口　秀　次  〃  3.  4. 10 5 43,976 95.81

佐　賀 〃 17. 10. 1 秀　島　敏　行 平 29. 10.23 4 233,466 431.82

嬉　野 〃 18. 1. 1 村　上　大　祐 〃 30.  2. 5 1 25,867 126.41

武　雄 〃 18. 3. 1 小　松　　　政 〃 31.  1.11 2 47,962 195.40

神　埼 〃 18. 3. 20 松　本　茂　幸 〃 30. 4.23 4 31,046 125.13

長　崎　県

市制施行 就 任

年月日 回 数

人 k㎡

長　崎 明 22. 4. 1 田　上　富　久 平 31. 4.26 4 409,305 405.86

佐世保 〃 35. 4. 1 朝　長　則　男 〃 31. 4.30 4 243,387 426.01

島　原 昭 15. 4. 1 古　川　隆三郎 令  2.12.18 3 43,360 82.97

大　村 〃 17. 2.11 園　田　裕　史  〃 元.11. 8 2 95,452 126.73

対　馬 平 16. 3. 1 比田勝　尚　喜 〃 2. 3.28 2 28,511 707.42

壱　岐 〃 16. 3. 1 白　川　博　一 〃 2. 4.18 4 24,974 139.42

五　島 〃 16. 8. 1 野　口　市太郎 〃 2. 9. 5 3 34,400 420.12

諫　早 〃 17. 3. 1 大久保　潔　重   〃  3.  4. 10 1 133,957 341.79

西　海 〃 17. 4. 1 杉　澤　泰　彦  〃  3.  5.  1 2 26,296 241.60

平　戸 〃 17.10. 1 黒　田　成　彦 平 29.11. 6 3 29,375 235.12

雲　仙 〃 17.10.11 金　澤　秀三郎   令  3.  1. 13 3 41,131 214.31

松　浦 〃 18. 1. 1 友　田　吉　泰 平 30. 2. 5 1 21,284 130.55

南島原 〃 18. 3.31 松　本　政　博  〃 30. 7.20 2 42,360 170.13

面　積市　　名 市　長　名 就任年月日 人　口

面　積市　　名 市　長　名 就任年月日 人　口
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熊　本　県

市制施行 就 任

年月日 回 数

人 k㎡

熊　　本 明 22. 4. 1 大　西　一　史 平 30.12. 3 2 738,744 390.32

人　　吉 昭 17. 2.11 松　岡　隼　人 令 元. 5. 1 2 31,334 210.55

荒　　尾 〃 17. 4. 1 浅　田　敏　彦 〃  3. 2. 5 2 50,878 57.37

水　　俣 〃 24. 4. 1 髙　岡　利　治 平 30. 2. 22 1 23,580 163.29

宇　　土 〃 33.10. 1 元　松　茂　樹 〃 30. 4.29 3 36,192 74.30

上 天 草 平 16. 3.31 堀　江　隆　臣 〃 30.12.14 2 24,584 126.94

山　　鹿 〃 17. 1.15 早　田　順　一 令  3.  2. 20 1 49,082 299.69

宇　　城 〃 17. 1.15 守　田　憲　史 〃  3.  2. 27 3 57,075 188.61

阿　　蘇 〃 17. 2.11 佐　藤　義　興 〃  3.  3. 　6 5 24,966 376.30

菊　　池 〃 17. 3.22 江　頭　　　実 〃  3.  4. 24 3 46,473 276.85

八　　代 〃 17.  8. 1 中　村　博　生 〃  3.  9.  4 3 123,146 681.29

玉　　名 〃 17.10. 3 藏　原　隆　浩 平 29.11.13 1 64,367 152.60

合　　志 〃 18. 2.27 荒  木　義  行 〃 30. 4. 2 3 61,829 53.19

天　　草 〃 18. 3.27   馬　場　昭　治　 令  3.  2. 21 1 75,826 683.82

大　分　県

市制施行 就 任

年月日 回 数

人 k㎡

別　府 大13. 4. 1 長　野　恭　紘 平 31. 4.30 2 115,416 125.34

中　津 昭 4. 4.20   奥　塚　正　典　  令 元.11.17 2 82,911 491.44

日　田 〃 15.12.11 原　田　啓　介   〃 元.  8.  5 3 62,697 666.03

津久見 〃 26. 4. 1 川　野　幸　男   〃 元. 12.26 2 16,109 79.48

大　分 〃 38. 3.10 佐　藤　樹一郎  平 31. 4.26 2 475,852 502.39

臼　杵 平 17. 1. 1 中　野　五　郎    令  3.  1. 20 4 36,176 291.20

佐　伯 〃 17. 3. 3 田　中　利　明    〃  3.  4. 17 2 66,908 903.14

豊後高田 〃 17. 3.31 佐々木　敏　夫   〃  3.  4. 24 2 22,142 206.24

宇　佐 〃 17. 3.31 是　永　修　治    〃  3.  4. 24 4 52,810 439.05

豊後大野 〃 17. 3.31 川　野　文　敏    〃  3.  4. 24 2 33,741 603.14

竹　田 〃 17. 4. 1 土　居　昌　弘    〃  3.  4. 24 1 20,357 477.53

杵　築 〃 17.10. 1 永　松　　　悟    平  29.10.23 1 28,025 280.08

由　布 〃 17.10. 1 相　馬　尊　重    〃 29.10.30 1 32,787 319.32

国　東 〃 18. 3.31 三　河　明　史   〃 31. 3. 4 3 26,246 318.10

面　積市　　名 市　長　名 就任年月日 人　口

面　積市　　名 市　長　名 就任年月日 人　口
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宮　崎　県

市制施行 就 任

年月日 回 数

人 k㎡

宮　崎 大 13. 4. 1 戸　敷  　　正 平 30. 2. 6 3 401,591 643.54

延　岡 昭  8. 2.11 読谷山　洋　司 〃 30. 2. 6 1 118,450 868.02

日　向 〃 26. 4. 1 十　屋　幸　平 令  2. 3.31 2 59,647 336.95

串　間 〃 29.11. 3 島　田　俊　光 〃 3.10. 8 2 16,828 295.17

西　都 〃 33.11. 1 橋　田　和　美 〃  3. 2. 5 4 28,643 438.79

えびの 〃 45.12. 1 村　岡　隆　明 〃 3.10.12 4 17,645 282.93

都　城 平 18. 1. 1 池　田　宜　永 〃  2.11.22 3 160,736 653.36

小　林 〃 18. 3.20 宮　原　義　久 平 30. 4.23 1 43,718 562.95

日　南 〃21. 3.30 髙　橋　　　透 令  3. 4.26 1 50,891 536.10

鹿 児 島 県

市制施行 就 任

年月日 回 数

人 k㎡

鹿児島 明 22. 4. 1 下　鶴　隆　央 令 　2.12.23 1 593,460 547.61

枕　崎 昭 24. 9. 1 前　田　祝　成 平 30. 1.26 1 20,052 74.78

阿久根 〃 27. 4. 1 西　平　良　将 〃 31. 1.16 3 19,289 134.28

西之表 〃 33.10. 1 八　板　俊　輔 令 3. 3.19 2 14,701 205.66

垂　水 〃 33.10. 1 尾　脇　雅　弥 平 31. 1.27 3 13,817 162.12

薩摩川内 平 16.10.12 田　中　良　二 令  2.11. 7 1 92,459 682.92

日　置 〃 17. 5. 1 永　山　由　高 〃 3. 5.29 1 47,166 253.01

曽　於 〃 17. 7. 1 五位塚　 　 剛 〃  3. 7.31 3 33,312 390.14

いちき串木野 〃 17.10.11 田　畑　誠　一 平 29.11.13 4 27,511 112.29

霧　島 〃 17. 11. 7 中　重　真　一 〃 29.11.27 1 123,205 603.17

南さつま 〃 17. 11. 7 本　坊　輝　雄 〃 29.11.27 3 32,894 283.59

鹿　屋 〃 18. 1. 1 中　西　　　茂 〃 30. 2. 5 2 101,204 448.15

指　宿 〃 18. 1. 1 豊　留　悦　男 〃 30. 2.12 3 39,045 148.80

志布志 〃 18. 1. 1 下　平　晴　行 〃 30. 2.12 1 29,343 290.28

出　水 〃 18. 3.13 椎　木　伸　一 〃 30. 4.23 1 52,016 329.98

奄　美 〃 18. 3.20 朝  山      毅 〃 29.12. 1 3 41,416 308.33

南九州 〃 19.12. 1 塗　木　弘　幸 令 元.12.23 2 33,118 357.91

伊　佐 〃 20.11. 1 橋　本　欣　也 〃 　2.11.30 1 24,461 392.56

姶　良 〃 22. 3.23 湯　元　敏　浩 平 30. 4.25 1 76,405 231.25

面　積市　　名 市　長　名 就任年月日 人　口

面　積市　　名 市　長　名 就任年月日 人　口
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沖　縄　県

市制施行 就 任

年月日 回 数

人 k㎡

那　覇 大 10. 5.20 城　間　幹　子 平 30.11.16 2 317,832 41.42

石　垣 昭 22. 7.10 中　山　義　隆 〃 30. 3.20 3 47,675 229.15

宜野湾 〃 37. 7. 1 松　川　正　則 〃 30. 9.30 1 100,192 19.80

浦　添 〃 45. 7. 1 松　本　哲　治 令   3. 2.12 3 115,741 19.44

名　護 〃 45. 8. 1 渡具知　武　豊 平 30. 2. 8 1 63,564 210.94

糸　満 〃 46.12. 1 當　銘　真　栄 令   2. 7. 6 1 61,025 46.63

沖　縄 〃 49. 4. 1 桑　江　朝千夫 平 30. 5.12 2 142,840 49.72

豊見城 平 14. 4. 1 山　川　　　仁 〃 30.11. 8 1 64,640 19.31

うるま 〃 17. 4. 1 中　村　正　人 令  3. 5.15 1 125,406 87.02

宮古島 〃 17.10. 1 座喜味　一　幸 〃  3. 1.25 1 52,962 204.27

南　城 〃 18. 1. 1 瑞慶覧　長　敏 平 30. 2.12 1 44,071 49.94

(備考）

1 各県内の掲載順は、市制施行年月日順。ただし、市制施行年月日が同じである場合は、

全国地方公共団体コード順による。

2 就任年月日は、原則として任期起算日を記載。

3 人口は、令和２年国勢調査による。

4 面積は、原則として令和３年１月１日現在の全国都道府県市区町村別面積調

（国土地理院）による。

5 市長名は、令和３年１０月１２日現在。

面　積市　名 市　長　名 就任年月日 人　口
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５ 全 国 市 長 会 会 則 

 

第１章  総  則 

 

第１条 本会は全国市長会という。 

第２条 本会は全国の市長（特別区の区長を含む。以下同じ。）をもって組織する。 

第３条 本会は全国各市間の連絡協調を図り、市政の円滑なる運営と進展に資し、もって地方

自治の興隆繁栄に寄与することを目的とする。 

第４条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

（１）市政に関し中央地方の連絡調整 

（２）国と地方の協議の場に関する法律に基づき、地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画及

び立案並びに実施に関する関係大臣との国と地方の協議の場（以下「国と地方の協議の場」

という。）に関する事項 

（３）地方自治法第２６３条の３第２項の規定に基づき、地方自治に影響を及ぼす法律又は政

令その他の事項に関する内閣に対する意見の申し出又は国会への意見書の提出（以下「内

閣又は国会に対する意見具申」という。）に関する事項 

（４）行政、財政に関する調査研究 

（５）研究会、講習会等の開催 

（６）機関誌その他市政に関する図書の刊行頒布 

（７）市又は市職員の共通利益に関する事項 

（８）その他本会の目的を達成するために必要な事項 

第５条 本会の事務所を東京都内に置く。 

 

第２章  役  員 

 

第６条 本会に次の役員を置き、市長をもってこれにあてる。 

 会 長   １名    評議員  若干名 

 副会長  若干名    支部長   ９名 

 理 事  若干名    監 事   ３名 

 理事、評議員の定数は評議員会に諮って、会長がこれを定める。 

第７条 理事、評議員の定数は評議員会に諮って、会長がこれを定める。 

補欠による副会長の選任方法等は評議員会に諮って、会長がこれを定める。 

理事、評議員及び監事の選任方法等は評議員会に諮って、会長がこれを定める。 

   支部長は、支部の長をもってあてる。 

第８条 会長の任期は２年とし、副会長の任期は１年とする。但し、その終期は次の通常総会

― 17 ―
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５ 全 国 市 長 会 会 則 

 

第１章  総  則 

 

第１条 本会は全国市長会という。 

第２条 本会は全国の市長（特別区の区長を含む。以下同じ。）をもって組織する。 

第３条 本会は全国各市間の連絡協調を図り、市政の円滑なる運営と進展に資し、もって地方

自治の興隆繁栄に寄与することを目的とする。 

第４条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

（１）市政に関し中央地方の連絡調整 

（２）国と地方の協議の場に関する法律に基づき、地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画及

び立案並びに実施に関する関係大臣との国と地方の協議の場（以下「国と地方の協議の場」

という。）に関する事項 

（３）地方自治法第２６３条の３第２項の規定に基づき、地方自治に影響を及ぼす法律又は政

令その他の事項に関する内閣に対する意見の申し出又は国会への意見書の提出（以下「内

閣又は国会に対する意見具申」という。）に関する事項 

（４）行政、財政に関する調査研究 

（５）研究会、講習会等の開催 

（６）機関誌その他市政に関する図書の刊行頒布 

（７）市又は市職員の共通利益に関する事項 

（８）その他本会の目的を達成するために必要な事項 

第５条 本会の事務所を東京都内に置く。 

 

第２章  役  員 

 

第６条 本会に次の役員を置き、市長をもってこれにあてる。 

 会 長   １名    評議員  若干名 

 副会長  若干名    支部長   ９名 

 理 事  若干名    監 事   ３名 

 理事、評議員の定数は評議員会に諮って、会長がこれを定める。 

第７条 理事、評議員の定数は評議員会に諮って、会長がこれを定める。 

補欠による副会長の選任方法等は評議員会に諮って、会長がこれを定める。 

理事、評議員及び監事の選任方法等は評議員会に諮って、会長がこれを定める。 

   支部長は、支部の長をもってあてる。 

第８条 会長の任期は２年とし、副会長の任期は１年とする。但し、その終期は次の通常総会

- 18 - 
 

における後任者の就任の時とする。 

 理事、評議員、監事の任期は各１年とする。但し、その終期は次の通常総会における後任

者の就任の時とする。 

補欠による会長の任期は次の通常総会までとする。 

 補欠による副会長、理事、評議員及び監事の任期は前任者の残任期間とする。 

 役員たる市長が次の市長選挙において再選されたときは元の地位に復するものとする。 

第９条 会長は会務を総理し、本会を代表する。 

 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはこれを代理する。 

 会長、副会長とも欠ける場合の会長事務取扱者は理事会においてこれを定める。 

 理事は会務の処理にあたる。 

 評議員は評議員会において都市政策を審議するほか、予算を議決し、決算の認定を行う。 

 支部長は支部を代表し、会務の処理にあたる。 

 監事は会計の監査にあたる。 

第１０条 本会に顧問、相談役及び参与を置くことができる。 

 顧問は総会、相談役及び参与は理事会の議決を経て会長がこれを委嘱する。 

 顧問及び相談役は理事会、評議員会において意見を述べることができる。 

 参与は会長の諮問に応ずる。 

 

第３章  総  会 

 

第１１条 総会は通常総会及び臨時総会とし、会長がこれを招集する。 

第１２条 通常総会は毎年１回とし、東京都、又は各支部の都市において開催する。 

 会長が必要と認めるときは臨時総会を開催することができる。 

第１３条 総会の議長は会長、副議長は副会長及び開催地の市長がこれにあたる。 

第１４条 総会の議事は出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところ

による。 

第１５条 総会には市長が出席するものとする。但し、やむを得ないことがあるときは、その

代理者を出席せしめることができる。 

第１６条 総会は評議員会の審議を経た重要案件、国と地方の協議の場に関する事項及び内閣

又は国会に対する意見具申に関する事項を議決する。 

 国と地方の協議の場に関する事項及び内閣又は国会に対する意見具申に関する緊急案件

について総会又は評議員会を開くいとまがないときは会長がこれを専決する。 

 前項の規定により専決した場合は、次の総会又は理事会若しくは評議員会に報告し、承認

を得なければならない。 

第１７条 総会の議決事項は会長において総会終了後速やかに各市に送付するものとする。 

― 18 ―
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  第４章  理事会及び評議員会 

 

第１８条 理事会及び評議員会は会長がこれを招集し、その議長となる。 

第１９条 理事会は会長、副会長、理事及び支部長をもってこれを組織する。 

 理事会は一般会務及び評議員会より委任せられた事項を審議する。 

第２０条 評議員会は会長、副会長、理事、評議員及び支部長をもって組織する。 

 評議員会は総会に付議する重要政策及び支部提出議案を審議するほか、国と地方の協議の

場に関する事項、内閣又は国会に対する意見具申に関する事項及び都市政策の審議、決定に

あたる。 

第２１条 理事会及び評議員会の議決は出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のとき

は議長の決するところによる。 

第２１条の２ 委員会の委員長及び副委員長、特別委員会の委員長、都道府県市長会の会長

並びに部会の会長は、理事会及び評議員会に出席し、意見を述べることができる。 

 

  第５章  委員会及び特別委員会 

 

第２２条 調査研究その他政策審議のため委員会を置くほか、特に必要があるときは特別委員

会を置く。 

 委員会は、所管事項に係る調査研究その他政策審議を行う。 

 特別委員会は、特定の課題に関する調査研究その他政策審議を行う。 

 委員会及び特別委員会の設置及びその所管事項並びに組織、運営に関する事項は、評議員

会に諮って会長がこれを定める。 

 

第６章  会  計 

 

第２３条 本会の会計年度は国の会計年度による。 

第２４条 本会の経費は各市の分担金、寄付金その他の収入をもってこれを支弁する。 

第２５条 本会の毎年度歳入歳出予算は年度開始前に評議員会の議決を経て、総会の承認を得

るものとする。 

第２６条 本会の決算は評議員会の認定に付し、総会に報告するものとする。 

 

     第７章  支部、都道府県市長会及び部会 

 

第２７条 全国を北海道、東北、北信越、関東、東海、近畿、中国、四国及び九州の９地区に

分かち、地区毎に支部を置く。支部に事務所を置き、支部内各都市間の連絡にあたる。 

沖　縄　県

市制施行 就 任

年月日 回 数

人 k㎡

那　覇 大 10. 5.20 城　間　幹　子 平 30.11.16 2 317,832 41.42

石　垣 昭 22. 7.10 中　山　義　隆 〃 30. 3.20 3 47,675 229.15

宜野湾 〃 37. 7. 1 松　川　正　則 〃 30. 9.30 1 100,192 19.80

浦　添 〃 45. 7. 1 松　本　哲　治 令   3. 2.12 3 115,741 19.44

名　護 〃 45. 8. 1 渡具知　武　豊 平 30. 2. 8 1 63,564 210.94

糸　満 〃 46.12. 1 當　銘　真　栄 令   2. 7. 6 1 61,025 46.63

沖　縄 〃 49. 4. 1 桑　江　朝千夫 平 30. 5.12 2 142,840 49.72

豊見城 平 14. 4. 1 山　川　　　仁 〃 30.11. 8 1 64,640 19.31

うるま 〃 17. 4. 1 中　村　正　人 令  3. 5.15 1 125,406 87.02

宮古島 〃 17.10. 1 座喜味　一　幸 〃  3. 1.25 1 52,962 204.27

南　城 〃 18. 1. 1 瑞慶覧　長　敏 平 30. 2.12 1 44,071 49.94

(備考）

1 各県内の掲載順は、市制施行年月日順。ただし、市制施行年月日が同じである場合は、

全国地方公共団体コード順による。

2 就任年月日は、原則として任期起算日を記載。

3 人口は、令和２年国勢調査による。

4 面積は、原則として令和３年１月１日現在の全国都道府県市区町村別面積調

（国土地理院）による。

5 市長名は、令和３年１０月１２日現在。

面　積市　名 市　長　名 就任年月日 人　口

-16-― 19 ―



- 20 - 
 

 支部内の都道府県毎に都道府県市長会を置く。都道府県市長会に事務所を置き、都道府県

内各都市間の連絡にあたる。 

第２８条 一般都市と異なる性格を有する市の機能に適応するため、部会を設けることがで

きる。 

 部会の設置並びにその組織、運営は評議員会に諮って会長がこれを定める。 

 

第８章  事 務 局 

 

第２９条 事務局には事務総長及び職員を置く。 

第３０条 事務総長の任免は会長が理事会に諮って定める。 

 職員は事務総長が会長の承認を得て任免する。 

第３１条 事務局の構成、職務分掌等は理事会に諮って会長が別に定める。 

 

第９章  補  則 

 

第３２条 会則の改正及び解散に関する議決は、総会において出席者の３分の２以上の同意を

得なければならない。 

 

  附 則 

 この会則は議決の日から施行する。 

 この会則施行の際現に常任委員の職にある者はこの会則による評議員とみなす。 

 この会則施行の際現に設置せられている常任委員会又は分科委員会はそれぞれこの会則に

よる評議委員会又は分科会とみなす。 

 この会則施行の際現に支部長の職にある者はこの会則による支部長とみなす。 

  附 則（昭和５１.６.２９） 

 この会則の一部改正は、議決の日から施行する。但し、第８条第１項中会長の任期に係る改

正部分については、昭和52年に開催される通常総会において選任される者から適用する。 

  附 則（平成６.６.２） 

 この会則は議決の日から施行する。 

  附 則（平成１２.６.７） 

 この会則は平成13年に開催される通常総会の日から施行する。 

  附 則（平成１３.６.７） 

 この会則は議決の日から施行する。 

  附 則（平成２３.６.８） 

 この会則は議決の日から施行する。 
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  附 則（平成２８.６.８） 

 この会則は議決の日から施行する。 

  附 則（平成２９.６.７） 

 この会則は議決の日から施行する。 
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  附 則（平成２８.６.８） 

 この会則は議決の日から施行する。 

  附 則（平成２９.６.７） 

 この会則は議決の日から施行する。 

 

役職名 県　名 市　名 市　長　名

副会長 熊 本 県 阿 蘇 市 　　　佐　藤　義　興

直 方 市 　　　大　塚　進　弘

朝 倉 市 　　　林　　　裕　二

佐 賀 県 小 城 市 　　　江里口　秀　次

長 崎 県 対 馬 市 　　　比田勝　尚　喜

熊 本 県 八 代 市 　　　中　村　博　生

大 分 県 杵 築 市 　　　永　松　　　悟

宮 崎 県 宮 崎 市 　　　戸　敷　　　正

鹿 児 島 県 南 さ つ ま 市 　　　本　坊　輝　雄

沖 縄 県 宜 野 湾 市 　　　松　川　正　則

飯 塚 市 　　　片　峯　　　誠

小 郡 市 　　　加　地　良　光

春 日 市 　　　井　上　澄　和

太 宰 府 市 　　　楠　田　大　蔵

嘉 麻 市 　　　赤　間　幸　弘

唐 津 市 　　　峰　　　達　郎

鳥 栖 市 　　　橋　本　康　志
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都 城 市 　　　池　田　宜　永
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鹿 児 島 市 　　　下　鶴　隆　央
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出 水 市 　　　椎　木　伸　一

姶 良 市 　　　湯　元　敏　浩

石 垣 市 　　　中　山　義　隆
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６　全国市長会九州支部選出役員名簿(令和3年度）
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